
令和6年度
藤井ハイムやみぞ

家族会
日時：令和6年11月16日（土） 9:00～

場所：養護老人ホーム藤井ハイムやみぞ
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②養護老人ホームの取り巻く環境について

(県内における入所者状況とやみぞとの比較)

③令和5年度藤井ハイムやみぞ・訪問介護事業所の実績報告

④令和6年度重点課題・重点目標について



福島県内における
高齢化率について



福島県内における高齢化割合
(令和6年8月1日現在 「福島県の推計人口より」 福島県企画調整部統計課によるデータより引用)

高齢化率の高い市町村 高齢化率の低い市町村

順位 市町村名 高齢者の割合 高齢者の数 人口 順位 市町村名 高齢者の割合 高齢者の数 人口

1 金山町 60.8 1,035 1,704 1 西郷村 27.0 5,616 21,188

2 川内村 56.6 964 1,775 2 大玉村 28.9 2,580 8,946

3 昭和村 56.3 635 1,128 3 郡山市 29.0 90,006 319,431

4 三島町 55.8 705 1,263 4 鏡石町 29.0 3,492 12,042

5 西会津町 50.8 2,635 5,186 5 本宮市 29.8 8,893 29,862
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福島県内における
養護老人ホーム入所状況

について



養護老人ホームについて

老人福祉法に基づく措置事業であり、福島県内においても12施設
と少ない設置数の施設でございます。

養護老人ホームの事業形態として、市町村直営、公設民営、民設民
営による事業による運営をしております。



福島県内における養護老人ホーム
設置主体 事業者名 所在地 定員数 設立年月日 特定施設の指定

(社福)福島県福祉施設
協会

福島恵風園 福島市 100 昭和２１年２月１日 無

(社福)福島福祉会 緑光園(盲養護) 福島市 50 平成１年４月１日 有

(社福)緑風福祉会 桑折緑風園 伊達郡桑折町 100 昭和５０年７月１日 有

(社福)恩賜財団済生会
支部福島県済生会

済生会川俣光風園 伊達郡川俣町 75 昭和２７年３月３１日 有

(社福)郡山清和救護園 希望ヶ丘ホーム 郡山市 74 昭和２５年３月３１日 有

三春町 三春町敬老園 田村郡三春町 80 昭和３４年７月１５日 無

(社福)誠慈会 藤井ハイムやみぞ 東白川郡塙町 60 平成２４年４月１日 無

(社福)会津長寿園 会津長寿園 会津若松市 150 昭和２５年１２月１１日 有

(社福)天心会 鮮雲荘 喜多方市 100 昭和４３年６月１０日 無

南相馬市 南相馬高松ホーム 南相馬市 100 昭和３３年４月１８日 無

いわき市 いわき市徳風園 いわき市 100 昭和２７年８月２１日 有

いわき市 いわき市千寿荘 いわき市 80 昭和３８年５月１日 無

合計定員数 1,069



福島県内における養護老人ホームについて
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福島県内における養護老人ホーム定員数と入所稼働状況について
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全国平均と福島県との比較(５カ年推移)
*全国老施協養護老人ホーム措置者数調査データより引用

全国 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

市町村平均措置率 ２．０４‰ １．５７‰ １．７６‰ １．５７‰ １．９８‰

養護設置所在地
市町村措置率(‰)

2.44‰ ２．１０‰ ２．１５‰ １．９５‰ ２．４４‰

非所在地
市町村措置率

１．０４‰ ０．７８‰ ０．８６‰ ０．８１‰ ０．７５‰

福島県 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

市町村平均措置率 １．８２‰ １．１３‰ １．５３‰ １．１８‰ １．１７‰

養護設置所在地
市町村措置率(‰)

２．２３‰ １．３４‰ １．９１‰ １．４５‰ １．４９‰

非所在地
市町村措置率

１．３３‰ ０．７７‰ ０．８８‰ ０．７２‰ ０．６２‰

福島県内１２の養護老人ホームにおいて，3施設が措置者状況に関するアンケート未提出であるため、あくまで参考値



福島県内各圏域における措置状況
(*国立社会保障人口問題研究所２０２３年１２月推計 将来人口２０２５年値よりデータ引用)

(措置人員 令和５年１２月１日時点)

県北 県中 県南 会津 いわき 相双

措置人員 279 172 32 245 135 65

65歳以上人口(万人) 15.2 15.8 4.3 8.2 10.9 3.5

措置割合(‰) 1.8 1 0.7 3 1.2 1.8
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やみぞにおける入所者状況と
県南地域の将来推計人口について



年度別平均入所者数・稼働率
入所定員60名

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

平均入所者数 54.3 56 58.8 54 57.2 55.6 54.8 56.4 55.3 52.8 49.4

稼働率 90.5 93.3 98 91.6 95.3 92.7 91.3 94 92.2 88 82.3
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福島県における将来推計人口
(データ引用：国立社会保障・人口問題研究所２０２３年１２月推計)

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 1,833,152 1,731,549 1,640,431 1,546,328 1,449,067 1,348,734 1,247,000

年少人口(0-14) 206,993 177,951 154,784 136,993 126,124 115,024 102,559

生産人口(15-39) 429,718 383,889 349,949 317,747 280,336 244,832 218,452

生産人口(40-64) 616,169 578,582 544,307 508,437 458,641 415,628 374,930

高齢者人口(65以上) 580,272 591,582 591,391 583,151 583,966 573,250 551,059

高齢者人口(75以上再掲) 294,110 324,768 353,694 362,191 358,092 346,594 346,873

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000



県南地域における将来推計人口
(データ引用：国立社会保障・人口問題研究所２０２３年１２月推計)

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 138,770 131,606 124,567 117,508 110,456 103,106 95,559

年少人口(0-14) 16,771 14,619 12,189 10,598 9,801 9,067 8,207

生産人口(15-39) 33,330 29,370 26,911 24,776 22,134 19,328 17,051

生産人口(40-64) 46,028 43,341 41,185 38,788 35,347 32,149 28,825

高齢者人口(65以上) 42,641 44,276 44,282 43,346 43,174 42,562 41,476

高齢者人口(75以上再掲) 21,159 23,267 25,907 27,437 27,190 25,876 25,456
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棚倉町における将来推計人口
(データ引用：国立社会保障・人口問題研究所２０２３年１２月推計)

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 13,343 12,196 11,279 10,397 9,558 8,702 7,834

年少人口(0-14) 1,638 1,317 1,022 877 801 723 632

生産人口(15-39) 3,099 2,633 2,332 2,073 1,791 1,515 1,255

生産人口(40-64) 4,327 3,933 3,658 3,330 2,943 2,602 2,274

高齢者人口(65以上) 4,279 4,313 4,267 4,117 4,023 3,862 3,673

高齢者人口(75以上再掲) 2,203 2,293 2,493 2,615 2,571 2,416 2,319
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塙町における将来推計人口
(データ引用：国立社会保障・人口問題研究所２０２３年１２月推計)

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

総人口 8,302 7,569 6,828 6,163 5,545 4,929 4,323

年少人口(0-14) 865 695 552 464 402 345 293

生産人口(15-39) 1,575 1,342 1,148 980 787 667 551

生産人口(40-64) 2,656 2,332 2,050 1,815 1,624 1,405 1,184

高齢者人口(65以上) 3,206 3,200 3,078 2,904 2,732 2,512 2,295

高齢者人口(75以上再掲) 1,753 1,755 1,865 1,903 1,853 1,706 1,541
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年齢別要介護・支援認定率
社保審・介護保険部会 2019年12月27日 介護保険制度の見直しに関する意見書 参考資料をもとに作成

2.9

6

12.8

28.1

50.4

71.4

92.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳～94歳

95歳以上



やみぞにおける入所定員の変更

• 令和６年７月１日より入所定員を６０名から５０名に

• 定員減少の理由

• 10床の新たな活用

(入所枠と別枠でベッド枠を確保)

(緊急入所対応として)

(災害時における受け入れ支援)



緊急入所支援ついて



「やむを得ない事由による措置」のおける運用

● 高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがある場合

       など、当該高齢者の保護を図るため必要がある場合

● 措置の際、虐待者の同意は必要とせず、措置先は虐待者に伝える

必要はありません。

● 本人の同意は事実上必要ですが、判断能力が不十分な場合は措置

が可能です。

● 本人が費用負担ができない場合でも措置が可能です。



積極的な措置権限の行使が求められる状況

①「生命または身体に重大な危険の生じるおそれがある」場合

②高齢者の判断能力が低下し、必要なサービスが利用できない場合

(例)・緊急性はないものの、認知症等で高齢者の判断能力が衰退して、高齢者の意思が確認

できず、かつ養護者が高齢者の生活に必要なサービスの利用を拒否している場合

③経済的な虐待があり、生活に必要な金銭が高齢者のために使われていない場合

(例)・高齢者の金銭管理能力が低下し、養護者が金銭管理を行っている状況で、高齢者の生活

に必要な医療・介護等のサービスが受けられていない、適切な食事が提供されていない等

の場合

・高齢者に判断能力はあるが、経済的虐待があって、介護保険制度によるサービス利用負担

金を支払うことができない場合



積極的な措置権限の行使が求められる状況

④高齢者が自ら助けを求められない場合(または求めようとしない場合)

(例)・高齢者に判断能力はあるが、養護者の虐待をおそれ、あるいは養護者のことをか

ばい(共依存の場合も)、サービス利用を拒否する場合

・施設や介護サービスへの無知や偏見から、虐待を耐えてでもサービス利用を拒否

する場合

⑤面会制限の適用が必要な場合

(例)・高齢者自らが養護者との分離を望んでいるのにもかかわらず、養護者の過去の

言動から、高齢者を自宅に連れ戻すことが予測される場合



養護老人ホーム藤井ハイムやみぞ
事業実績報告



令和5年度事業報告
・養護老人ホーム入居状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和4年 50 50.6 51 52.5 54.7 54 54 55.2 54.5 54.5 53.3 52.3

令和5年 51 50.9 48.6 48.1 49 49.1 49.5 50 50 50.1 50.5 49
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入所者に対する入院割合

2.9
2.5

3.3

4

5.4

6.3

5

5.7

6.6 6.4
6

6.9

3.5

6.8

5.9

4.6

2.7

3.3

5.6

6.1

6.7 6.6
6.8

4.9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和4年度 令和5年度



男女別年齢構成状況(令和6年3月31日時点)

年齢/
性別

64歳
未満

65歳
～

69歳

70歳
～

74歳

75歳
～

79歳

80歳
～

84歳

85歳
～

89歳

90歳
～

94歳

95歳
以上 合計 最年少 最高齢 平均年齢

男 0 5 5 3 3 2 0 0 18 65 89 74.8

女 0 1 4 4 8 4 8 2 31 65 98 84.1

合計 0 6 9 7 11 6 8 2 49 65 98 80.7



要介護認定割合(令和6年3月31日時点)

区分
要
支
援
1

要
支
援
2

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計 平均介護度

性別

男 0 1 3 3 3 1 0 11 2

女 1 0 7 5 2 5 1 21 2.3

合計 1 1 10 8 5 6 1 32 2.2



市町村別入居者情報(令和6年3月31日時点)

塙
町

矢
祭
町

棚
倉
町

鮫
川
村

石
川
町

鏡
石
町

須
賀
川
市

郡
山
市

浅
川
町

古
殿
町

合
計

男性 7 1 4 1 1 1 2 0 0 1 18

女性 11 2 4 1 8 0 1 2 2 0 31

合計 18 3 8 2 9 1 3 2 2 1 49



令和5年度市町村別措置委託状況
塙
町

矢
祭
町

棚
倉
町

鮫
川
村

石
川
町

鏡
石
町

白
河
市

須
賀
川
市

郡
山
市

浅
川
町

古
殿
町

合
計

男性 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

女性 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

合計 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5



令和5年度退所者状況

特別養護老人
ホーム

療養型病棟 死亡退所 在宅復帰 合計

男性 0 4 3 0 7

女性 1 0 0 0 1

合計 1 4 3 0 8



藤井ハイムやみぞ
訪問介護事業所事業
実績報告



令和5年度訪問介護サービス利用状況

4
月

5
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

1月 ２月 ３
月

月
平
均

利用者数 24 22 23 25 26 25 24 26 24 24 23 24 24

延人数 382 352 380 402 445 434 412 391 332 344 344 369 385.
3



訪問介護サービス利用者における男女別年齢構成状況(令和6年3月31日時点)

年齢/
性別

64歳
未満

65歳～
69歳

70歳
～

74歳

75歳
～

79歳

80歳
～

84歳

85歳
～

89歳

90歳
～

94歳

95歳
以上

合計

男 0 1 4 1 1 1 0 0 11

女 0 1 2 2 4 3 3 0 13

合計 0 2 6 3 5 4 3 0 24

利用率 0％ 33.3％ 66.7％ 42.9％ 45.5％ 66.7％ 37.5% 0％ 47%



介護保険等サービス利用状況
サービス区分 訪問系サービス 通所系サービス 介護保険外サービス

サービス支援内容

訪問介護サービス
(身体介護・生活援助)
訪問リハビリサービス
(理学療法士によるリ

ハビリ訓練)

一般型デイサービス
通所リハビリサービス
認知症対応型サービス
小規模型通所サービス
ショートステイサービス

障がい者自立支援法に
よる就労支援サービス
精神科デイケアサービ

ス等

サービス利用人数 22名 21名 4名

サービス区分 福祉用具貸与

サービス支援内容
特殊寝台(特殊寝台付属品) ・ 車椅子(【自操型・介助型】(車椅子付属品)

床ずれ防止用具 ・ 手すり ・ 歩行器 ・ 徘徊感知器

サービス利用人数 24名



令和5年度 事業実績報告



令和5年度実績報告 訪問介護

〇サービスを受けている入居者に対し、訪問管理者によりモニタリング報告や、担当
ケアマネジャーに対し、サービス変更時や見直し等の相談をすることを定期的に行っ
ていたこと、毎月訪問管理者とケアマネジャーがサービス利用者の居室に同行訪問
してサービス内容の評価等を行っていたことについても今後も継続して対応してい
く。

◎訪問介護の取り組みとして

訪問介護事業については、引き続き介護保険における人員・運営のルールに対する
チェック体制を継続して行い、法令に基づいた運営が継続していけるよう対処して
いく。



令和5年度実績報告 養護老人ホーム

〇 令和4年度の入居状況について、入所定員６０名に対し、月平均入居者数49.7人
（前年度比－3.6人）稼働率は82.8％（－5.7％）でありました。

〇入院患者数については一日あたり5.9人／日（前年度比－0.8人）でした。今後の課題
としては、要介護状態の悪化と、入院療養等のリスクをできるだけ最小限にしていける
ための、早期発見・早期対応等に繋げていけるための支援体制が課題であります。



令和5年度実績報告 養護老人ホーム

〇稼働率の低下は令和４年度より顕著でありこの２年間で月平均－６名、稼働率とし
て－10％の落ち込みでありました。事業所としても新規入所者の受け入れに対し、圏
域の全ての市町村や地域包括支援センターに対し、アナウンスを実施しておりましたが、
稼働率の改善に繋がることができない状況でした。

〇養護老人ホーム事業について、全国的に措置控えが顕著にみられており、事業の閉
鎖に追い込まれている事業所も拡大しつつある状況であります。当事業所としても例
外でなく極めて厳しい運営状況であり、引き続き関係市町村に対する養護老人ホーム
に対する理解と、運営の根幹である「措置費」の改定に対する市町村に対する陳情活動
を継続的に行い、収支の安定化を図ることが今後の課題であります。



令和5年度実績報告

○今後の重点課題として、関係医療機関や地域包括支援センター、地区民生
委員等との連絡・相談体制を密にしていくこと、支援調整時において、シーム
レスな対応により、円滑に支援が行えることで、関係機関からの信頼される
事業運営を目指していく。

〇この課題解決については、措置委託をされる市町村に対し、「セーフティ
ネット」機能であることや、養護機能について「具体的にどのようなケースを
対応・対処していくのか等」について、真摯に対応していくことや、「入り口支
援」の時点から養護側として、困難ケース等の会議出席を引き続き行ってい
きます。



令和5年度実績報告
〇福島県内において、養護老人ホーム設置施設は１２施設のみであります。市町村に
よっては措置財源が一般財源化されたこと、地方交付税が措置費の財源となってお
りますが、決められた予算内の処理しかしない「措置控え」をされる市町村や、養護
老人ホームの機能を全く理解していない市町村も多く存在しています。

今後安定した運営を維持していくためには、既得権益にとらわれず時代に応じた
ニーズに適宜対応していく「順応性」が今後の当施設の課題であります。

事業の永続性と安定運営のため、やみぞが取り組んでいくこととして、地域で抱え
ている虐待ケースや生活困窮者、精神科長期入院患者の退院支援等困難なケースに
対し、積極的にアウトリーチしていくこと、関係市町村に対し、養護の機能を理解して
もらう働きかけを継続して対応していくこと、養護老人ホームは「福祉」の砦である
こと、セーフティネットとしての位置づけであることを認知してもらうことも、やみ
ぞとしての継続課題であります。



令和6年度
藤井ハイムやみぞ重点課題・重点目標



令和6年度事業計画

「重点課題」

昨年度に引き続き人材確保が当事業所の喫緊の課題である。今後事業者地域
から信頼され、必要な福祉資源と認知されるためにも、質の高いサービスの提
供、安定した事業が継続されるための財務の安定も非常に重要となることから、
以下の３つの内容について、重点課題として継続して取り組んでいく。



令和6年度事業計画 重点課題

①「質の高いサービス」

提供するサービスの質を確保・向上していくための体制を下記のとおり継続していく

○養護老人ホームの機能、施設職員が果たすべき役割等を理解してもらうため認知症に対す
る知識、介護技術や接遇マナー等の研修参加、内部研修の機会を設けることにより、職員個々
の質の向上に努める

○利用者満足度の把握、施設サービス内容に関する定期的な業務点検、改善等を実施していく

○専門職として必要な介護福祉士、介護支援専門員等の資格取得に関する支援、職員教育、施
設内外研修による人材育成、資質の向上



令和6年度事業計画 重点課題
②「雇用の安定・人材育成」

積極的に幅広く雇用に向けたアクションを行い、人材の確保に努めていく。特に若年
層の採用に力を入れ、長期的な雇用が継続していけるよう、世代・職種・役職に応じた
研修等の参加機会を確保し、個々の職務に対するモチベーションの向上を図る。

○キャリアパス要件に応じた研修参加機会を設ける

○地域の高校、福祉専門学校、福祉系大学等の求人依頼、ハローワーク、有料人材紹介
機関、地域のローカル紙を機能的に活用し雇用を図る

○各部門の組織目標の明確化、共有化を図る



令和6年度事業計画 重点課題
③「財政の安定」

長期的に安定した施設運営を行う財政の基盤の確立を目指すために、コストを考慮し
てヒト、モノ、カネといった経営資源を最大限効果的に活用したサービス提供を継続し
ていく。

○施設の実態に合わせた効率的な雇用形態及び配置管理

○経費管理の徹底及び健全な財務体制の強化



令和6年度事業計画 重点目標

「感染予防対策」

基礎疾患を抱えている高齢者における感染による重篤リスクが高いこと、養
護老人ホームにおいて、クラスター感染を引き起こすことは、避けなければな
りません。そのため、コロナウイルスを含む感染予防に対する国・県・市町村等
の通知に基づく、感染予防に対する取り組み、感染が疑われた場合の対応、連
絡体制、感染が確認された場合の対応法等について、嘱託医療機関・やみぞ感
染対策委員会の共同により、具体的対応法や防止策等を協議していきます。



令和6年度事業計画 重点目標
「サービス提供体制の強化」

利用者や家族、関係機関からの要望、助言等を基に既存サービスの見直しを行い、
サービスの質の確保や地域に根ざした特色あるサービスの提供に努めていく。

「外部研修・内部研修の開催について」

それぞれの職位に応じた外部研修への参加、事業所内で行う個別のケース会議や
サービス担当者会議、介護サービス向上に向けた研修等の開催により、事業所全体の
レベルアップを目指す。



令和6年度事業計画 重点目標
「ネットワーク機能」

地域の市町村措置担当者や包括支援センター、精神科病院、その他医療機関等のネッ
トワーク機能を大切にして、措置入所受け入れを積極的に行っていくことで「セーフ
ティネット」である施設機能を最大限に生かし、必要な福祉資源として地域市町村や
地域包括支援センター等より認知して頂けるよう、誠心誠意対応していく。

「虐待防止に関する事項」

虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果
について従業者に周知徹底を図る。また、虐待を防止するための定期的な研修の実
施をしていく。



令和6年度事業計画 重点目標

「自然災害・感染症BCPの計画の訓練体制の整備」

自然災害(地震・土砂災害・山林火災)等の発生及び新型コロナウイルス等の感染
症のまん延が発生した際において、災害・感染症に対するＢＣＰ発動基準を定め
ることで、危機的状況から早期に通常体制に戻れるための運営体制を確保する
ために、想定訓練の実施及び、近隣入所施設との連携体制を強化を図る。



個別面談にてご案内する内容

•収支状況の報告

•やみぞにおける生活のご様子について

•その他、ご家族からのご質問等の申し受けについて

•時間約15分



金銭管理について

１、入所時において、身元引受人、措置市町村の立会いの下、金銭委任に関する契約により措置費に関す 

    る費用徴収のための収入申告に関する手続き、費用徴収金の預金引き出し・支払行為、社会保険料(国民

健康保険・後期高齢者医療保険)等の支払い、その他諸税の支払い、介護保険サービス費用、医療の支払

い行為、年金の受取り、現況届の手続き、日用品費等・お小遣いの預金引き出し、預け入れ、支払い行為

を行っております。

2、金銭管理業務について

●預り金の出入金については、入所者からの申出(出入金依頼書)により行っております。

●金銭の授受においては、複数の職員の立会いにより実施しております。

●金銭の授受の際は、受領書を交付しております。

●預り金の収支状況は、施設長により定期的に点検をしております。

●預かり金の収支状況については、定期的に入所者にお知らせしております。

●遺留金品の手続きについて、措置実施機関の指示により適切に実施していきます。

(遺留金品の受領書の徴収、預り金台帳と受領証の整合性の確認等)



扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分 費用徴収基準額

Ａ 生活保護法による被保護者（単給を含む） 0円

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 0円

Ｃ1
Ａ階層及びＢ階層を除き
前年分の所得税非課税の
者

当該年度分の市町村民税所得割非課税（均等割の
み課税）

4,500

Ｃ2 当該年度分の市町村民税所得割課税 6,600

Ｄ1 Ａ階層及びＢ階層を除き前
年分の所得税課税の者で
あって、その税額の年額
区分が次の額である者

30,000円以下 9,000

Ｄ2 30,001 ～ 80,000 13,500

Ｄ3 80,001 ～ 140,000 18,700

Ｄ4 140,001 ～ 280,000 29,000

Ｄ5 280,001 ～ 500,000 41,200

Ｄ6 500,001 ～ 800,000 54,200

Ｄ7 800,001 ～ 1,160,000 68,700

Ｄ8 1,160,001 ～1,650,000 85,000

Ｄ9 1,650,001 ～2,260,000 102,900

Ｄ10 2,260,001 ～ 3,000,000 122,500

Ｄ11 3,000,001 ～ 3,960,000 143,800

Ｄ12 3,960,001 ～ 5,030,000 166,600

Ｄ13 5,030,001 ～ 6,270,000 191,200

Ｄ14 6,270,001円以上
その月におけるその被措置者にかか
る措置費の支弁額



支弁率

円 円 円 ％
1 0 　～ 270,000 0 100
2 270,001 　～ 280,000 1,000 99
3 280,001 　～ 300,000 1,800 99
4 300,001 　～ 320,000 3,400 99
5 320,001 　～ 340,000 4,700 99
6 340,001 　～ 360,000 5,800 99
7 360,001 　～ 380,000 7,500 99
8 380,001 　～ 400,000 9,100 99
9 400,001 　～ 420,000 10,800 99
10 420,001 　～ 440,000 12,500 99
11 440,001 　～ 460,000 14,100 99
12 460,001 　～ 480,000 15,800 99
13 480,001 　～ 500,000 17,500 99
14 500,001 　～ 520,000 19,100 99
15 520,001 　～ 540,000 20,800 99
16 540,001 　～ 560,000 22,500 99
17 560,001 　～ 580,000 24,100 99
18 580,001 　～ 600,000 25,800 99
19 600,001 　～ 640,000 27,500 99
20 640,001 　～ 680,000 30,800 99
21 680,001 　～ 720,000 34,100 99
22 720,001 　～ 760,000 37,500 99
23 760,001 　～ 800,000 39,800 95
24 800,001 　～ 840,000 41,800 91
25 840,001 　～ 880,000 43,800 86
26 880,001 　～ 920,000 45,800 81
27 920,001 　～ 960,000 47,800 76
28 960,001 　～ 1,000,000 49,800 71
29 1,000,001 　～ 1,040,000 51,800 66
30 1,040,001 　～ 1,080,000 54,400 65
31 1,080,001 　～ 1,120,000 57,100 64
32 1,120,001 　～ 1,160,000 59,800 63
33 1,160,001 　～ 1,200,000 62,400 62
34 1,200,001 　～ 1,260,000 65,100 57
35 1,260,001 　～ 1,320,000 69,100 54
36 1,320,001 　～ 1,380,000 73,100 51
37 1,380,001 　～ 1,440,000 77,100 48
38 1,440,001 　～ 1,500,000 81,100 45
39 1,500,001 円以上  150万円超過額× 0

 0.9÷12月＋81,100円
　（100円未満切捨て）

対 象 収 入 に よ る 階 層 区 分 費 用 徴 収 基 準 額

養 護 老 人 ホ ー ム 入 所 者 費 用 徴 収 基 準 月 額 表

前年度の1月～12月分の所得
（年金収入等より介護保険料、
国民年金、後期高齢者保険料、
医療費負担等を控除した額)に
ついて措置市町村に対し収入

申告を行い、翌年の措置費にお
ける負担金として決定される

仕組みです。

例）国民年金 1ケ月6万5千円
年額 78万円

78万円－社会保険料等－医療
費＝費用徴収額

支弁率=介護保険サービス利用
者負担額における支弁割合



「支弁率」が９９％の場合
介護保険利用者負担(１割)について
９９％が措置市町村より還付される
介護サービス利用者負担加算とい

います。
15,000円を超える場合において

は、高額介護サービス費が適用され、
15,000円未満の場合

12,054×0.99＝11,933円が
市町村より還付されます。

そのため実質負担は、121円となり
ます。

＊但し、通所サービス等による
食事料金は対象外



様式第4

5 年 10 月 21 日 申出者氏名

】

施 設 長 生活相談員 担当支援員 出納担当

合　計（次月繰越額） 163,183 58,630 1,557,634

振込・振替

現金

振込・振替

現金

訪問販売 振込・振替
8,000 1,557,634

11月分 現金

すみれ薬局 振込・振替
1,740 1,565,634

薬代9月分 現金

塙厚生病院 振込・振替
2,650 1,567,374

医療費9月分 現金

藤井病院 振込・振替
640 1,570,024

医療費9月分 現金

老人施設入所負担金 振込・振替
43,800 1,570,664

10月分 現金

年金生活者支援給付金 振込・振替
10,280 1,616,125

現金

年金 振込・振替
152,764 1,605,845

現金

預 入 ・ 払 戻 申 出 書 兼 受 領 書
（金融機関別個人出納簿及び年金受領簿を兼ねる）

施設長　真尾　敦　様 下記の通り預入・払戻をして下さい。

令和 小針　正行

前月より繰越額
振込・振替

現金
1,453,081

金融機関　白河信用金庫　塙支店　口座番号【 1111346

単位：円

摘　　　　要 種　類 収入 支出 差引残高 備考

後期高齢者高額療養費支給 振込・振替
139 1,616,264

令和5年6月診療分 現金

後期高齢者医療保険料 振込・振替
1,800 1,614,464

第3期 現金

出納担当者は、全ての入所者の収入状況、
支出内訳、支払い根拠となる請求書を添付の
上、出納管理者である施設長の決裁を受け、

金銭管理を行っております。



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計 平　均

1,289,227 1,401,867 1,350,157 1,454,531 1,397,591 1,504,991 1,453,081

年 金 149,910 152,764 152,764 152,764 608,202 152,051

年 金 生 活 者
支 援 給 付 金

10,040 10,280 10,280 10,280 40,880 10,220

高 額 療 養 費 139 139 139

そ の 他 6 6 6

税
金

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

2,400 1,800 1,800 6,000 2,000

負担金
施 設 入 所 費
負 担 金

41,800 41,800 41,800 43,800 43,800 43,800 43,800 300,600 42,943

藤 井 病 院 140 140 140 5,120 140 140 640 6,460 923

塙 厚 生 病 院 1,980 2,640 1,990 1,320 2,650 2,650 2,650 15,880 2,269

す み れ 薬 局 1,890 2,130 1,740 1,700 1,660 2,020 1,740 12,880 1,840

お こ づ か い 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 5,000

買 い 物 ツ アー 8,000 8,000 16,000 8,000

散 髪 1,500 1,500 3,000 1,500

支 払 合 計 47,310 51,710 58,670 56,940 55,650 51,910 58,630 0 0 0 0 0 380,820 31,735

収 支 差 額 112,640 -51,710 104,374 -56,940 107,400 -51,910 104,553 0 0 0 0 0

その他

入所時残高　５５０，０００円

医
　
療
　
費

収　支　報　告　書

入所者名：小針 正行 様

令和５年度

通帳残高(月末現在)

収
　
入



ご清聴ありがとうございました
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